
岩手県循環器病対策推進計画の概要

1



第１章 計画に関する基本的事項

2

〇 基本法第11 条第１項の規定による法定計画

〇 国の循環器病対策推進基本計画を基本とし、岩手県保健医療計画、健康いわて21

プラン等の関連施策との整合を図り、本県の循環器病対策の基本的な方向性を定め

る

計画の位置づけ

令和６（2024）年度から令和11（2030）年度までの６か年計画

計画の期間

〇 脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環器病」という。）が主要な死亡原

因であることに鑑み、循環器病対策を総合的かつ計画的に推進するため、「健康寿

命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本

法」（以下「基本法」という。）が制定された。

○ 基本法に基づき、本県の循環器病を取り巻く実情に即した「岩手県循環器病対策

推進計画」を策定し、関係機関との連携・協働により、循環器病対策を推進する。

策定の趣旨



第２章 本県の現状
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〔健康寿命〕

令和元（2019）年の健康寿命（健康上の問題で何らかの制限を受けず日常生活ができる期間）は、

長期的には男女とも増加してきているものの、いずれも全国を下回っている。

・男性：71.39年（全国72.68年）

・女性：74.69年（全国75.38年）
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〔死亡率〕

・循環器病はがんに次ぐ死亡原因、死亡率は全国上位

・関係機関の連携による総合的な対策が必要

脳血管疾患死亡率（人口１０万人対）

心血管疾患死亡率（人口１０万人対）
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〔発症年齢〕

脳卒中：発症年齢に性差が認められる

脳卒中 年齢階級別発症率
〔2020（令和２）年 岩手県地域脳卒中登録事業報告書〕
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〔発症年齢〕

心疾患：発症年齢に性差が認められる

心疾患（急性心筋梗塞） 年齢階級別発症率

〔2020（令和２）年岩手県地域心疾患登録事業報告書〕



第２章 本県の現状

7

〔救急搬送〕

急病の救急搬送人員のうち循環器系疾患が最も多く、全体の25％（令和３年）

県内の急病にかかる疾病分類別傷病程度別搬送人員（令和３年）
（単位：人）

程度

死亡 1,296 59 693 24 70 0 3 9 64 106 268

重症
（長期入院）

3,797 1,221 739 346 497 33 38 129 232 348 214

中等症
（入院診療）

13,054 2,210 1,447 2,104 1,525 177 671 789 395 2,225 1,511

軽症
（外来診療）

13,365 658 921 1,424 685 793 1,883 776 72 2,873 3,280

その他 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

計 31,515 4,148 3,800 3,898 2,777 1,003 2,595 1,703 763 5,552 5,276

100.0% 13.2% 12.1% 12.4% 8.8% 3.2% 8.2% 5.4% 2.4% 17.6% 16.7%

資料：令和４年版 救急・救助の現況（総務省消防庁）

合計
脳疾患 心疾患等

循環器系
消化器系 呼吸器系 精神系 感覚系 泌尿器系

（割合）
(25.2%)

悪性新生物
（がん） その他

症状等不明
確の状態
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１ 予防や正しい知識の普及啓発の推進

回復期及び慢性期にも再発や増悪を来たしやすいといった循環器病の疾患上の

特徴を踏まえ、循環器病の発症予防及び合併症の発症や症状の進展等の重症化予

防に重点を置いた対策を推進

２ 保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実

急性期には発症後早期に適切な診療を開始する必要があるという循環器病の特

徴を踏まえ、予防から救護、急性期、回復期、再発予防まで継続したサービス提

供体制の充実

平時のみならず感染症発生・まん延時や災害時等の有事においても医療の確保

を適切に図ることができるような医療提供体制の整備



第４章 全体目標
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循環器病の１次予防

【課題】

○ 危険因子である高血圧の予防について、家庭での血圧測

定の推奨とともに、食生活の改善、運動習慣の定着、禁煙

の推進・受動喫煙防止環境の整備などの一層の推進が重要

【施策】

○ 「健康いわて21プラン」に基づく循環器病予防のための

生活習慣に係る知識普及や情報提供、生活習慣改善の行動

変容を支援する情報提供や環境整備の推進

○ 市町村、医療保険者、栄養・健康づくり団体等と連携し、

効果的な啓発活動、減塩や運動等に係る生活習慣改善指導、

健康相談などにより、県民自らの健康管理能力の向上を推

進

○ 関係機関と連携した受動喫煙防止対策の徹底と禁煙に向

けた支援

１ 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発の推進

循環器病の２次予防

【課題】

○ 循環器病の危険因子である、喫煙、肥満、高血圧、脂質

異常症、糖尿病等の早期発見ためには特定健康診査の受診

率の向上が重要。

【施策】

○ 医療保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、特定

健康診査受診率の向上を図り、ハイリスク者を早期発見す

るとともに、効果的な特定保健指導を実施し、ハイリスク

者の生活習慣改善による危険因子の低減を進める。

○ 県は、医師会、市町村、医療保険者及び健診機関等と連

携し、各医療保険者の特定保健指導実施率向上の取組を推

進

○ 循環器病のリスクを高める糖尿病の重症化予防のため、

市町村及び医師会等関係機関との連携強化による糖尿病性

腎症重症化予防対策の促進

○ 基礎疾患の適切な治療の促進と初期症状やその対応の普

及啓発
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(1) 救急搬送体制の整備

【課題】

○ 救急搬送件数が増加傾向の中、医師の指示のもと救命処

置を行いながら患者を医療機関へ搬送する救急救命士が果

たす役割が重要性を増している

【施策】

〇 救急救命士による病院前救護体制の向上を図るため、医療

機関や消防機関と連携して、救急救命士に医師が指導・助

言するメディカルコントロール体制の充実

２ 保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実

(2) 循環器病医療提供体制の整備

【課題】

○ 患者数の減少や医療人材の不足等が見込まれる状況にお

いて、医療の高度・専門化や限られた医療資源を有効に活

用し、持続可能な医療体制を構築する必要がある。

【施策】 ※詳細次ページ

○ 地域密着で提供すべき循環器病医療と、専門的な循環器

病医療の役割分担（身近な循環器病医療を引き続き各圏域

で提供）

○ 緊急的な治療を必要とする患者に対応するため、中核的

機能を担っている医療機関相互のICTを活用した連携体制や、

圏域を越えた広域連携体制の構築を促進

(3) 循環器病患者向けのリハビリテーションの充実

【課題】

○ 二次保健医療圏によって医療資源が偏在しており、限ら

れた資源を効果的、効率的に活用するしくみと予防、急性

期、回復期、生活期（維持期）の各段階におけるリハビリ

テーション関係機関の連携が必要

【施策】

〇 急性期から回復期及び維持期・生活期までの状態に応じた

切れ目のない継続的なリハビリテーションの提供体制の整

備を推進

〇 患者の機能の回復や生活の場への復帰を目指して、多職種

によるチーム医療の取組を進めるなどリハビリテーション

の質の向上を図る
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２ 保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実

(2) 循環器病医療提供体制の整備

○ 地域密着で提供すべき循環器病医療と、専門的な循環器病医療の役割分担（身近な循環器病医療を引き続き各圏域で提供）

○ 本県の限られた医療資源のもと、緊急的な治療を必要とする患者に対応するため、脳梗塞への脳血栓溶解療法や急性心筋梗

塞への冠動脈インターベンション治療など、専門的治療を実施可能な医療機関の体制整備を促進

【脳卒中医療圏】 【心血管疾患医療圏】

身近な脳卒中医療
脳卒中急性期の専門的医

療を行う施設への転院適応
の判断や回復期におけるリ
ハビリ、維持期の患者受入

専門的な脳卒中医療
上記に加え、脳梗塞に有

効なt-PA療法、血管内治療
や緊急の外科的治療を実施

身近な心血管疾患医療
急性期心血管疾患の専門

的医療を行う施設への転院
適応の判断や軽度の心疾患
への初期治療としての薬物
治療、回復期におけるリハ
ビリ、慢性期の患者受入

専門的な心血管疾患医療
上記に加え、右記に加え、

狭窄した心臓の冠動脈を拡
張するPCI治療や内科的治療
を実施
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２ 保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実

(5) 地域社会における循環器病患者の支援

【課題】

○ 介護と医療のニーズを併せ持つ高齢者に対して、地域の

中で一体的に医療・介護サービスを提供できるようにする

ため、医療・介護に係る多職種連携を進めることが必要

【施策】

○ 在宅医療・介護の連携を推進するため、多職種協働によ

る支援体制を構築する在宅医療連携拠点の広域設置を促進

するなど、医療と介護の連携による包括的・継続的なサー

ビスを提供するための基盤整備や安心の医療・介護サービ

スのネットワークの仕組みづくりを支援

(4) 循環器病患者向けの緩和ケアの提供

【課題】

○ 循環器病と悪性新生物は、共に生命を脅かす疾患で、病

気の進行とともに全人的な（身体的・精神心理的・社会側

面的等の多面的な観点の）苦痛が増悪する。がんに比べ緩

和ケアチームの介入が少ない。

【施策】

○ 治療の初期段階から専門的な緩和ケアを行うため、多職

種チームによる緩和ケアや関係機関の連携を促進

○ 循環器病の臨床経過の特徴を踏まえた緩和ケアに関する

研修などにより、緩和ケアの質の向上と提供体制の充実を

促進

(6) 循環器病患者の治療と仕事の両立支援、就労支援の促進

【課題】

○ 脳卒中は、復職に関して患者の希望がかなえられない

ケースもあり、治療と仕事の両立支援、就労支援に関する

関係機関の適切な連携が必要

○ 心疾患は、治療後、適切な支援が行われることで職場復

帰できるケースも多いが、治療法や治療後の心機能によっ

ては継続した配慮が必要

【施策】

○ 循環器病患者が自らの疾患と付き合いながら就業できる

よう、関係機関、事業所等が連携・協働し支援体制の充実

○ 疾病の特徴に応じた職場での対応等について周知を図り、

治療と仕事の両立支援に関する循環器病の患者やその家族、

事業所等の理解促進
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(8) 相談支援及び情報提供

【課題】

○ 患者と家族が、その地域において、医療、介護及び福祉

サービスに係る必要な情報にアクセスし、各ステージに応

じた課題の解決につなげられるような取組を進めることが

必要

【施策】

○ 循環器病の患者やその家族が、疾患の特性や個別のニー

ズに対応した必要な情報を取得して問題解決ができるよう、

医療機関や関係団体、地域包括支援センター等と連携し、

相談体制と提供情報の充実

２ 保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実

(7) 小児・若年者に対する循環器病対策

【課題】

○ 循環器病のある児童生徒等が適切な治療を受けられるよ

う学校、児童生徒、保護者、主治医の連携が必要

○ 小児から成人まで生涯を通じて切れ目ない医療が受けら

れるよう、総合的な支援体制の整備が必要

【施策】

○ 検査委託機関、医師会、学校医等と連携し、学校におけ

る児童生徒等の健康診断等により循環器病の早期発見と適

切な治療を推進

○ 小児期から成人期にかけて必要な医療を切れ目なく行う

ことができるように、移行期医療の支援体制整備を推進
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１ 計画の推進体制

・ 分野毎の連携・協働の強化を図るとともに、分野を越えて連携・協働の輪を広

げ、県民をはじめ、国、県、市町村、医療機関、大学、関係団体、事業者等が一

体的となって取組を展開することが必要

２ 他の疾患等に係る対策との連携

・ 循環器病は合併症や併発症も多く、病態は多岐にわたり、他の疾病と重なる部

分があるため、県保健医療計画、いわていきいきプラン、健康いわて21プラン、

県がん対策推進計画における関連施策と連携して取り組む

３ 感染症発生・まん延時や災害時等の有事を見据えた対策

・ 感染症医療と通常医療を両立する効率的な医療提供体制を構築するため、医療

機関が、それぞれの機能に応じた役割を担い、新興感染症発生・まん延時におけ

る感染症患者の受入能力拡大と通常医療の両立を図る。自宅療養者等への医療の

提供について、関係団体を含めた連携・協力体制を構築

４ 計画の評価と見直し

・ 岩手県循環器病対策推進協議会において進捗管理を行うとともに、目標(Plan)、

実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のＰＤＣＡサイクルに基づく改善を図る


